
公共：様式第14号（第12条の4関係）　集排：様式第11号（第9条関係）

　　勝山市長　　　　　　　　殿

　関する条例施行規則第9条）の規定により、設置した量水器を廃止したので届け出ます。

　　　　　　年　　　月

※市記入欄

課　長 課長補佐 係　長 担　当 課　員 整 理 番 号

下水道（集排）番号

　　　　　年　　月　　日

公共下水道用（排水処理施設用）量水器廃止届

                                    使用者　住　　　　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名又は名称　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　　　　話

　　勝山市下水道条例施行規則第12条の4（勝山市農業集落排水処理施設の設置及び管理に

　なお、期限までに量水器が返還できない場合又は本届を提出したにもかかわらず、廃止日

　以降に公共下水道（排水処理施設）を使用した場合は、使用料を納めることを了承します。

　 設 置 場 所 　勝山市　　　　　　町

　 使 用 者 名

　口径　φ　　　 mm　　　番号 　　直読式　　　遠隔式

　   井戸主メーター        井戸控除メーター        上水控除メーター

　　　　　　年　　　月　　　日 　廃止時の指針 　　　　　　㎥

（注意）量水器の返還期限は、上記廃止年月日より起算して30日以内です。

　 指定工事店名

（上水主メーターに変更の場合） 　口径　φ　　　 mm　　　番号 　　直読式　　　遠隔式

新規量水器 有効期限 開始時の指針 　　　　　　㎥

量水器返還年月日 　　　　　　年　　　月　　　日 　返還時の指針 　　　　　　㎥

決　

裁

　 廃止量水器

　 廃止年月日

廃 止 理 由


